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規
　
　
　
　
　
則

　

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
徴
収
等
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
五
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
四
十
九
号

　
　
　
児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
徴
収
等
規
則
の
一
部
を
改
正
す
　
　
　

　
　
　
る
規
則

　

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
徴
収
等
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
分
県
規
則

第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
中
「
及
び
別
表
第
二
」
を
「
、
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
及
び
前
年
度
分
の
所
得
税
」
を
削
る
。

　

第
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
自
立
援
助
ホ
ー
ム
」
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
並
び
に
別
表
第
二
に
定
め
る

入
所
施
設
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
別
表
第
二
」
を
「
別
表
第
三
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
五

項
中
「
別
表
第
一
」
の
下
に
「
及
び
別
表
第
二
」
を
加
え
る
。

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

（
規
則
）

　

別
表
第
一
中

「
　

　
「を

」
　

　

　
に、

」
　

　

入
所

施
設

母
子

生
活

支
援

施

設
、

児
童

自
立

支
援

施
設

通
所

部

、
児

童
心

理
治

療

施
設

通
所

部
及

び
自

立
援

助
ホ

ー

ム

入
所

施
設

（
児

童
養

護
施

設
、

児

童
自

立
支

援
施

設
、

児

童
心

理
治

療
施

設
、

乳

児
院

、
助

産
施

設
、

フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
（

法

第
６

条
の

３
第

８
項

に

よ
る

事
業

を
行

う
住

居

を
い

う
。

）
及

び
里

親
）

母
子

生
活

支
援

施
設

、
児

童

自
立

支
援

施
設

通
所

部
、

児

童
心

理
治

療
施

設
通

所
部

及
び

自
立

援
助

ホ
ー

ム

「
　

　
「

Ｃ
１

Ａ
階

層
及

び
Ｄ

階
層

を
除

き
、

当
該

年
度

分
の

市
町

村
民

税
の

課
税

世
帯

で
あ

つ
て

、
そ

の
市

町
村

民
税

の
額

の
区

分
が

次
の

区
分

に
該

当
す

る
世

帯

均
等

割
の

額
の

み
（

所
得

割
の

額
の

な
い

世

帯
）

Ｃ
Ａ

階
層

を
除

き
、

当
該

年
度

分
の

市
町

村
民

税
の

課
税

世
帯

で
あ

つ

て
、

そ
の

市
町

村
民

税
の

額
が

均

等
割

の
額

の
み

の
世

帯
（

所
得

割

の
額

の
な

い
世

帯
）

Ｃ
２

所
得

割
の

額
が

あ

る
世

帯

Ｄ
１

Ａ
階

層
及

び
Ｃ

階
層

を
除

き
、

当
該

年
度

分
の

市
町

村
民

税
の

課
税

世
帯

で
あ

つ
て

、
そ

の
市

町
村

民
税

所
得

割
の

額
の

区
分

が
次

の
区

分
に

該
当

す
る

世
帯

　
　

9
,0

0
0
 円

以
下

 
　

　
　

 

Ｄ
１

Ａ
階

層
及

び
Ｂ

階
層

を
除

き
、

前
年

分
の

所
得

税
課

税
世

帯
で

あ
つ

て
、

そ
の

所
得

税
の

区
分

が
次

の
区

分
に

　
 15,000円

以
下

Ｄ
２

　
　

　
 
9
,0

0
1

円
　

　
　

　

　
～

　
2
7
,0

0
0

円
　

　
　

Ｄ
２

　
　

15,001円

～
　

　
 40,000円

Ｄ
3

　
　

2
7
,0

0
1
　

　
～
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二

D
10

　
2,303,001

～
　

 3,117,000

D
11

　
 7

0
4
,0

0
1
　

　
～

　
　

　
　

8
5
2
,0

0
0
　

　

D
11

　
3,117,001

～
 　

4,173,000

D
12

　
 8

5
2
,0

0
1
　

　
～

　
　

　
　

1
,0

4
4
,0

0
0
 
　

 

D
12

　
4,173,001

～
 　

5,334,000

D
13

　
1
,0

4
4
,0

0
1
　

　
～

　
　

　
　

1
,2

2
5
,5

0
0
 
　

D
13

　
5,334,001

～
 　

6,674,000

D
14

　
1
,2

2
5
,5

0
1
　

　
～

　
　

　
　

1
,4

2
6
,5

0
0
 
　

D
14

 6
,6

7
4
,0

0
1
円

以

上

」
　

　

Ｄ
15

　
 
1
,4

2
6
,5

0
1

円
以

上
　

　
　

」
　

　

（
規
則
）

該
当

す
る

世
帯

5
7
,0

0
0
　

　
　

Ｄ
３

　
　

40,001

～
 　

　
70,000

Ｄ
４

　
　

5
7
,0

0
1
　

　
～

　
　

　
 

9
3
,0

0
0
　

　
　

Ｄ
４

　
　

70,001

～
　

　
183,000

Ｄ
５

　
　

9
3
,0

0
1
　

　
～

　
　

　
　

 

1
7
7
,3

0
0
 　

　
 

Ｄ
５

　
 183,001

～
　

　
403,000

Ｄ
６

　
 1

7
7
,3

0
1
　

　
～

　
　

　
　

2
5
8
,1

0
0
　

　

Ｄ
６

　
 403,001

～
　

　
703,000

を

Ｄ
７

 　
2
5
8
,1

0
1
　

　
～

　
　

　
　

3
4
8
,1

0
0
　

　

に

Ｄ
７

　
 703,001

～
 　

1,078,000

Ｄ
８

 　
3
4
8
,1

0
1
　

　
～

　
　

　
　

4
5
6
,1

0
0
　

　

Ｄ
８

　
1,078,001

～
　

 1,632,000

Ｄ
９

 　
4
5
6
,1

0
1
　

　
～

　
　

　
　

5
8
3
,2

0
0
　

　

Ｄ
９

　
1,632,001

～
　

 2,303,000

Ｄ
10

 　
5
8
3
,2

0
1
　

　
～

　
　

　
　

7
0
4
,0

0
0
　

　

改
め
、
同
表
の
注
１
中
「Ｃ

１
階
層

」
を
「Ｃ

階
層

」
に
、
「Ｃ

２
階
層

」
を
「Ｄ

１

〜Ｄ
1
5 階
層

」
に
改

め
、
同
表
の
注
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
２

　
所

得
割

の
額

を
算

定
す

る
場

合
に

は
、

措
置

児
童

及
び

そ
の

措
置

児
童

の
属

す
る

世
帯

の
扶

養
義

務

　
　

者
が

指
定

都
市

（
地

方
自

治
法

（
昭

和
22年

法
律

第
67号

）
第

252条
の

19第
１

項
の

指
定

都
市

を
い

　
　

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
区

域
内

に
住

所
を

有
す

る
者

で
あ

る
と

き
は

、
こ

れ
ら

の
者

を
指

定
都

市
以

外

　
　

の
市

町
村

の
区

域
内

に
住

所
を

有
す

る
者

と
み

な
し

て
、

所
得

割
の

額
を

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

　

別
表
第
一
の
注
３
を
削
り
、
同
表
の
注
４
中
「第

2
9
5
条

」
を
「第

2
9
5
条
第
１
項
第
２
号

」
に
改
め
、

「又
は
山
林
所
得
金
額
を
い
う

。

）
」
の
次
に
「合

計
額

」
を
加
え
、
「も

の
と
し

　

２
に
お
け
る
所
得
税

の
額
を
計
算
す
る
場
合
に
は　
総
所
得
金
額　
退
職
所
得
金
額
又
は
山
林
所
得
金
額

（所
得
税
法
第

22
条
第

、

、
、
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（
規
則
）

２
項
又
は
第
３
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
又
は
退
職
所
得
金
額
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
を
い
う

。
）か

ら　
⑴
又
は
⑶
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

27
万
円
を　
⑵
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

35
万
円
を
控

除
す
る

」
を
削
り
、
同
注
を
注
３
と
し
、
同
表
の
注
５
の
⑴
ア
及
び
⑵
中
「所

得
税
の
額
が

8
,4

0
0
円

」
を

「市
町
村
民
税
所
得
割
の
額
が

19,000
円

」
に
改
め
、
同
注
を
注
４
と
し
、
同
表
の
注
６
を
注
５
と
し
、
同

注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
５

　
乳

児
院

に
お

け
る

短
期

入
所

に
よ

る
Ｃ

階
層

か
ら

Ｄ
４
階

層
（

た
だ

し
、

市
町

村
民

税
の

額
が

　
　

8
1
,0

0
0
円

以
下

の
場

合
）

ま
で

は
日

額
1
,0

0
0
円

、
Ｄ

４
階

層
（

た
だ

し
、

市
町

村
民

税
の

額
が

8
1
,0

0
1

　
　

円
以

上
の

場
合

）
か

ら
Ｄ

1
4
階

層
ま

で
は

日
額

2
,0

0
0
円

と
し

、
こ

れ
に

入
所

措
置

日
数

を
乗

じ
て

得

　
　

た
額

を
当

該
措

置
児

に
係

る
負

担
金

の
額

と
す

る
。

　
　

　
な

お
、

Ａ
、

Ｂ
階

層
に

つ
い

て
は

無
料

、
Ｄ

1
5
階

層
に

つ
い

て
は

全
額

徴
収

と
す

る
。

　

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

、
、

別
表
第
２
（
第
４
条
、
第
５
条
関
係
） 負
担
金
基
準
額
表
（
扶
養
義
務
者
用
） 

各
月
初
日
の
措
置
児
童
の
属
す
る
世
帯
の
階
層
区
分  

入
所
施
設 

（
障
害
児
入
所
施
設
及
び
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関

（
入
所
に
限
る
。）） 

階
層 区
分 

定
義  

基
準
月
額   

Ａ
 

 

生
活
保
護
法
に
よ
る
被
保
護
世
帯
(単
給
世
帯

を
含
む
。
)
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
に
よ
る
支
援
給
付
受
給
世
帯
 

 
    

    
    

 円
 

0 
 

 

Ｂ
 

 

Ａ
階
層
を
除
き
、
当
該
年
度
分
の
市
町
村
民
税

非
課
税
世
帯
 

2
,200 

  

Ｃ
 

 

Ａ
階
層
を
除
き
、
当
該
年
度
分
の
市
町
村
民
税

の
課
税
世
帯
で
あ
つ
て
、
そ
の
市
町
村
民
税
の

額
が
均
等
割
の
額
の
み
の
世
帯
（
所
得
割
の
額

の
な
い
世
帯
）
 

4
,500 

  

Ｄ
1  

Ａ
階
層
及
び
Ｃ

階
層
を
除
き
、

当
該
年
度
分
の

市
町
村
民
税
の

課
税
世
帯
で
あ

つ
て
、
そ
の
市

町
村
民
税
所
得

割
の
額
の
区
分

が
次
の
区
分
に

該
当
す
る
世
帯
 

 

1
2,00

0
円
以
下
 

6
,600 

Ｄ
2  

1
2,00

1
円
 

～
 
 
30,000

円
  

9
,000 

Ｄ
3  

3
0,00

1 

～
 
 
60,000 

1
3,50

0 

Ｄ
4  

6
0,00

1 

～
 
 
96,000 

1
8,70

0 

Ｄ
5  

9
6,00

1 

～
 
 189,

000 

2
9,00

0 

Ｄ
6  

1
89,0

01 

～
 
 277,

000 

そ
の
月
の
そ
の
措
置
児
童
に
係
る
措
置
費
の
支
弁
額

(全
額
負
担
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が

41,
200
円
を
超

え
る
と
き
は

41,20
0
円
と
す
る
。
) 

Ｄ
7  

2
77,0

01 

～
 
 348,

000 

そ
の
月
の
そ
の
措
置
児
童
に
係
る
措
置
費
の
支
弁
額

(全
額
負
担
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が

54,
200
円
を
超

え
る
と
き
は

54,20
0
円
と
す
る
。
) 

Ｄ
8  

3
48,0

01 

～
 
 465,

000 

そ
の
月
の
そ
の
措
置
児
童
に
係
る
措
置
費
の
支
弁
額

(全
額
負
担
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が

68,
700
円
を
超

え
る
と
き
は

68,70
0
円
と
す
る
。
) 
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四

（
規
則
）

Ｄ
9  

4
65,0

01 

～
   

594,
000 

そ
の
月
の
そ
の
措
置
児
童
に
係
る
措
置
費
の
支
弁
額

(全
額
負
担
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が

85,
000
円
を
超

え
る
と
き
は

85,00
0
円
と
す
る
。
) 

Ｄ
10  

5
94,0

01 

～
 
716,0

00 

そ
の
月
の
そ
の
措
置
児
童
に
係
る
措
置
費
の
支
弁
額

(全
額
負
担
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が

102
,90

0
円
を
超

え
る
と
き
は

102,90
0
円
と
す
る
。
) 

Ｄ
11  

7
16,0

01 

～
 
864,0

00 

そ
の
月
の
そ
の
措
置
児
童
に
係
る
措
置
費
の
支
弁
額

(全
額
負
担
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が

122
,50

0
円
を
超

え
る
と
き
は

122,50
0
円
と
す
る
。
) 

Ｄ
12  

8
64,0

01 

～
1,0

56,0
00 

そ
の
月
の
そ
の
措
置
児
童
に
係
る
措
置
費
の
支
弁
額

(全
額
負
担
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が

143
,80

0
円
を
超

え
る
と
き
は

143,80
0
円
と
す
る
。
) 

Ｄ
1133  

1
,056

,001 

～
1,2

38,0
00 

そ
の
月
の
そ
の
措
置
児
童
に
係
る
措
置
費
の
支
弁
額

(全
額
負
担
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が

166
,60

0
円
を
超

え
る
と
き
は

166,60
0
円
と
す
る
。
) 

Ｄ
14  

1
,238

,001 

～
1,4

39,0
00 

そ
の
月
の
そ
の
措
置
児
童
に
係
る
措
置
費
の
支
弁
額

(全
額
負
担
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が

191
,20

0
円
を
超

え
る
と
き
は

191,20
0
円
と
す
る
。
) 

Ｄ
15  

1
,439

,00
1
円
以
上
 

そ
の
月
の
そ
の
措
置
児
童
に
係
る
措
置
費
の
支
弁
額

(全
額
負
担
) 

備
考
 措
置
児
童
の
属
す
る
世
帯
の
階
層
が
Ｂ
階
層
と
認
定
さ
れ
た
世
帯
で
あ
つ
て
も
、
次
に
掲
げ
る
世
帯
で
あ
る

場
合
に
は
、
こ
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
世
帯
の
基
準
月
額
は
０
円
と
す
る
。
 

(
1)
「
単
身
世
帯
」
…
…
扶
養
義
務
者
の
い
な
い
世
帯
 

(
2)
「
母
子
世
帯
等
」
…
…
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
第
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
の

な
い
女
子
又
は
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
の
な
い
男
子
で
あ
つ
て
、
民
法
第

877
条
の
規
定
に
よ

り
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の
の
世
帯
 

(3)
「
在
宅
障
害
児
(者

)(社
会
福
祉
施
設
に
措
置
さ
れ
た
児
童
(者

)、
法
第

24
条
の
２
に
よ
り
障
害
児

入
所
施
設
を
利
用
す
る
児
童
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

第
６
条
に
規
定
す
る
自
立
支
援
給
付
(同
法
第
５
条
第
６
項
、
第
７
項
及
び
第

12
項
か
ら
第

14
項
ま
で

に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)の
受
給
者
又
は
同
法
附
則
第

22
条
に
規
定
す

る
特
定
旧
法
受
給
者
を
除
く
。
)の
い
る
世
帯
」
…
…
…
次
に
掲
げ
る
児
(者

)を
有
す
る
世
帯
を
い
う
。
 

ア
身
体
障
害
者
福
祉
法
第

15
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
者

イ
大
分
県
療
育
手
帳
制
度
要
綱
に
定
め
る
療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
者

ウ
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
定
め
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
対
象
児
及

び
国
民
年
金
法
に
定
め
る
国
民
年
金
の
障
害
基
礎
年
金
等
の
受
給
者
 

エ
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第

4
5
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
者
 

(
4
)
「
そ
の
他
の
世
帯
」
…
保
護
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
生
活
保
護
法
に
定
め
る
要
保
護
者
等
特
に
困
窮
し

て
い
る
と
法
第

5
6
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
市
長
又
は
地
域
福
祉
室
長
が
認
め
た
世
帯
 

注
１
　
こ
の
表
の
Ｃ
階
層
に
お
け
る
「
均
等
割
の
額
」
と
は
、
地
方
税
法
第
2
9
2
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る

均
等
割
の
額
を
い
い
、
同
階
層
及
び
Ｄ

1 ～
Ｄ

15 階
層
に
お
け
る
「
所
得
割
の
額
」
と
は
、
同
項
第
２
号
に
規

定
す
る
所
得
割
の
額
を
い
う
。

　
な
お
、
同
法
第

3
2
3
条
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
の
減
免
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
額
を
所
得
割
の
額

又
は
均
等
割
の
額
か
ら
順
次
控
除
し
て
得
た
額
を
所
得
割
の
額
又
は
均
等
割
の
額
と
す
る
。
 

２
 
 
 所
得
割
の
額
の
算
定
方
法
は
、
地
方
税
法
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

も
の
と
す
る
。
 

(
1
)
地
方
税
法
第

3
1
4
条
の
７
、
第

3
1
4
の
８
、
同
法
附
則
第
５
条
第
３
項
、
附
則
第
５
条
の
４
第
６
項
及

び
附
則
第
５
条
の
４
の
２
第
５
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

(
2
)
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

2
2
年
法
律
第
４
号
）
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
地
方
税
法
第

2
9
2
条
第
１
項
第
８
号
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
（
1
6
歳
未
満
の
者
に
限
る
。
以
下
「
扶
養

親
族
」
と
い
う
。）
及
び
同
法
第

3
1
4
条
の
２
第
１
項
第

1
1
号
に
規
定
す
る
特
定
扶
養
親
族
（
1
9
歳
未
満

の
者
に
限
る
。
以
下
「
特
定
扶
養
親
族
」
と
い
う
。）
が
あ
る
と
き
は
、
同
号
に
規
定
す
る
 額
（
扶
養
親

族
に
係
る
も
の
及
び
特
定
扶
養
親
族
に
係
る
も
の
（
扶
養
親
族
に
係
る
額
に
相
当
す
る
も
の
を
除
く
。）
に

限
る
。）
に
同
法
第

3
1
4
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
所
得
割
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
す
る
も
の

と
す
る
。
 

(
3
)
措
置
児
童
及
び
そ
の
措
置
児
童
の
属
す
る
世
帯
の
扶
養
義
務
者
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す

る
者
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
を
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
と
み
な

し
て
、
所
得
割
の
額
を
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(
4
)
地
方
税
法
第

2
9
2
条
第
１
項
第

1
1
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し

て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら

な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
い
て

同
号
イ
に
該
当
す
る
者
又
は
同
法
第

2
9
2
条
第
１
項
第

1
2
号
中
「
妻
と
死
別
し
、
若
し
く
は
妻
と
離
婚
し

た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を

「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た

場
合
に
お
い
て
同
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
次
の
ア
又
は
イ
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。
 

ア
地
方
税
法
第

2
9
5
条
第
１
項
（
第
２
号
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。）
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
民

税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
で
あ
る
場
合
は
、
所
得
割
の
額
は
零
と
す
る
。
 

イ
ア
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
場
合
は
、
地
方
税
法
第

3
1
4
条
の
２
第
１
項
第
８
号
に
規
定
す
る
額

（
同
条
第
３
項
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
額
）
に
同
法
第

3
1
4
条
の
３
第
１
項

に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
 
 措
置
児
童
が
、
３
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月

3
1
日
を
経
過
し
た
障
害
児
で
あ
つ
て
小
学
校
就
学



令
和
二
年
五
月
一
日

大
分
県
報

五

（
規
則
）

　

別
表
第
二
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
法
第

5
6
条
第

2
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
措
置
児
童
に
か
か
る
措
置
費
の
う
ち
実
費
負
担
に
相
当
す
る
部
分
を
除
い
た
部
分
に
つ
い
て
は
徴
収
し
な
い

こ
と
と
す
る
。
 

 
 
た
だ
し
、
当
該
措
置
児
童
に
か
か
る
措
置
費
の
う
ち
実
費
負
担
に
相
当
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表
の

基
準
額
を
上
限
と
し
て
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
 
 ３
の
規
定
は
、
Ｂ
階
層
と
認
定
さ
れ
た
世
帯
に
属
す
る
措
置
児
童
が
、
３
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

３
月

3
1
日
を
経
過
す
る
前
の
障
害
児
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。
 



令
和
二
年
五
月
一
日

大
分
県
報

六

（
規
則
）

、

別
表
第
３
（
第
４
条
、
第
５
条
関
係
） 負

担
金
基
準
額
表
（
本
人
又
は
扶
養
義
務
者
用
） 

階
層
区
分 

定
義  

療
育
の
給
付  

基
準
月
額 

 Ａ
 

 

生
活
保
護
法
に
よ
る
被
保
護
世
帯
(
単
給
世
帯
を
含
む
。
)
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦

人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
支
援
給

付
受
給
世
帯
 

 
 
 

0
円
  

Ｂ
 

Ａ
階
層
を
除
き
、
当
該
年
度
分
の
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
 

2
,
2
0
0
 
 

Ｃ
 

Ａ
階
層
を
除
き
、
当
該
年
度
分
の
市
町
村
民
税
均
等
割
の
額
の
み
の
課

税
世
帯
 

 
 

4
,
5
0
0
 
  

 Ｄ
1  

Ａ
階
層
、
Ｂ
階
層
及

び
Ｃ
階
層
を
除
き
、

当
該
年
度
分
の
市

町
村
民
税
の
課
税

世
帯
で
あ
つ
て
、
そ

の
市
町
村
民
税
所

得
割
の
額
の
区
分

が
次
の
区
分
に
該

当
す
る
世
帯
 

 

3
,
0
0
0
円
以
下
 

 

5
,
8
0
0
 
  

Ｄ
2  

3
,
0
0
1
円
～
 
 
 
5
,
8
0
0
円
 

6
,
9
0
0
 
 

Ｄ
3  

5
,
8
0
1
 
～
 
 
 
 
8
,
7
0
0
 
 

7
,
6
0
0
 
 

Ｄ
4  

8
,
7
0
1
 
～
 
 
 
1
3
,
0
0
0
 
 

8
,
5
0
0
 
 

Ｄ
5  

1
3
,
0
0
1
 
～
 
 
 
1
7
,
4
0
0
 
 

9
,
4
0
0
 
 

Ｄ
6  

1
7
,
4
0
1
 
～
 
 
 
2
2
,
4
0
0
 
 

1
1
,
0
0
0
 
 

Ｄ
7  

2
2
,
4
0
1
 
～
 
 
 
 
2
8
,
2
0
0
 
 

1
2
,
5
0
0
 
 

Ｄ
8  

2
8
,
2
0
1
 
～
 
 
 
5
8
,
4
0
0
 
 

1
6
,
2
0
0
 
 

Ｄ
9  

5
8
,
4
0
1
 
～
 
 
 
7
5
,
0
0
0
 
 

1
8
,
7
0
0
 
 

Ｄ
1
0  

7
5
,
0
0
1
 
～
 
 
 
9
6
,
6
0
0
 
 

2
3
,
1
0
0
 
 

Ｄ
1
1  

9
6
,
6
0
1
 
～
 
 
1
2
1
,
8
0
0
 
 

2
7
,
5
0
0
 
 

Ｄ
1
2  

1
2
1
,
8
0
1
 
～
 
 
1
7
5
,
5
0
0
 
 

3
5
,
7
0
0
 
 

Ｄ
1
3  

1
7
5
,
5
0
1
 
～
 
 
2
2
1
,
1
0
0
 
 

4
4
,
0
0
0
 
 

Ｄ
1
4  

2
2
1
,
1
0
1
 
～
 
 
3
8
0
,
8
0
0
 
 

5
2
,
3
0
0
 
 

Ｄ
1
5  

3
8
0
,
8
0
1
 
～
 
 
5
4
9
,
0
0
0
 
 

8
0
,
7
0
0
 
 

Ｄ
1
6  

5
4
9
,
0
0
1
 
～
 
 
5
7
9
,
9
0
0
 
 

8
5
,
0
0
0
 
 

Ｄ
1
7  

5
7
9
,
9
0
1
 
～
 
 
7
0
0
,
9
0
0
 
 

1
0
2
,
9
0
0
 
 

Ｄ
1
8  

7
0
0
,
9
0
1
 
～
 
 
8
4
9
,
0
0
0
 
 

1
2
2
,
5
0
0
 
 

Ｄ
1
9  

8
4
9
,
0
0
1
 
～
 
1
,
0
4
1
,
0
0
0
 
 

1
4
3
,
8
0
0
 
 

Ｄ
2
0  

1
,
0
4
1
,
0
0
1
円
以
上
 

全
額
負
担
 

 
 

  

 
注
１
 
こ
の
表
の
Ｃ
階
層
に
お
け
る
「
均
等
割
の
額
」
と
は
、
地
方
税
法
第

2
9
2
条
第
１
項
第
１
号
に
規

定
す
る
均
等
割
の
額
を
い
い
、
Ｄ

1 ～
Ｄ

2
0 階
層
に
お
け
る
「
所
得
割
の
額
」
と
は
、
同
項
第
２
号

に
規
定
す
る
所
得
割
(
こ
の
所
得
割
を
計
算
す
る
場
合
に
は
、
同
法
第

3
1
4
条
の
７
、
第

3
1
4
条
の

８
並
び
に
同
法
附
則
第
５
条
第
３
項
、
第
５
条
の
４
第
６
項
及
び
第
５
条
の
４
の
２
第
５
項
の
規
定

は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。
)
の
額
を
い
う
。
 

な
お
、
同
法
第

3
2
3
条
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
の
減
免
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
額
を
所

得
割
の
額
又
は
均
等
割
の
額
か
ら
順
次
控
除
し
て
得
た
額
を
所
得
割
の
額
又
は
均
等
割
の
額
と
す

る
。
 

２
 
 
所
得
割
の
額
を
算
定
す
る
場
合
に
は
、
児
童
及
び
そ
の
児
童
の
属
す
る
世
帯
の
扶
養
義
務
者
が

指
定
都
市
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
を
指
定
都
市
以
外
の
市

町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
と
み
な
し
て
、
所
得
割
の
額
を
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
こ
の
表
の
「
全
額
負
担
」
と
は
、
児
童
の
措
置
に
要
し
た
費
用
に
つ
き
、
知
事
の
支
弁
す
べ
き

額
又
は
費
用
総
額
か
ら
社
会
保
険
各
法
及
び
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療

に
関
す
る
法
律
(
平
成

1
0
年
法
律
第

1
1
4
号
)
に
よ
る
負
担
額
を
差
し
引
い
た
残
り
の
額
を
負
担

さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
 

４
 
日
割
り
計
算
等
で

1
0
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
、
そ
の
端
数
は
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
 

５
 
 
こ
の
表
は
、
児
童
に
扶
養
義
務
者
が
な
い
と
き
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
本
人
に
市
町

村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
児
童
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
 

６
 
 
次
の
(
1
)
か
ら
(
3
)
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
第

2
9
2
条
第
１

項
第

1
1
号
に
規
定
す
る
寡
婦
又
は
同
項
第

1
2
号
に
規
定
す
る
寡
夫
と
み
な
し
、
そ
の
者
の
前
年

の
合
計
所
得
金
額
(
同
法
第

2
9
2
条
第
１
項
第

1
3
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
う
。
)
が
同

法
第

2
9
5
条
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き
は
、
市
町
村
民
税
非
課
税
と
し
て
取
り
扱

う
。
 

ま
た
、
上
記
に
よ
り
寡
婦
又
は
寡
夫
と
み
な
し
た
者
で
あ
つ
て
、
市
町
村
民
税
非
課
税
と
し
て

取
り
扱
う
も
の
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
１
に
お
け
る
所
得
割
の
額
を
計
算
す
る
場
合
に
は
、

総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
又
は
山
林
所
得
金
額
(
同
法
第

3
1
3
条
第
２
項
に
規
定
す
る
総
所
得

金
額
、
退
職
所
得
金
額
又
は
山
林
所
得
金
額
を
い
う
。
)
の
合
計
額
か
ら
、
(
1
)
又
は
(
3
)
に
該
当
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は

2
6
万
円
を
、
(
2
)
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

3
0
万
円
を
控
除
す
る
も
の

と
す
る
。
 

(
1
)
 
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
の
う

ち
、
扶
養
親
族
そ
の
他
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
子
を
有
す
る
も
の
 

(
2
)
 
(
1
)
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
扶
養
親
族
で
あ
る
子
を
有
し
、
か
つ
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額

(
地
方
税
法
第

2
9
2
条
第
１
項
第

1
3
号
又
は
所
得
税
法
第
２
条
第
１
項
第

3
0
号
に
規
定
す
る
合

計
所
得
金
額
を
い
う
。
(
3
)
に
お
い
て
同
じ
。
)
が

5
0
0
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
(
(
1
)
に
の
み
該

当
す
る
者
を
除
く
。
)
 

(
3
)
 
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
の
う

ち
、
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
子
を
有
し
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

5
0
0
万
円
以
下
で
あ

る
も
の 
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附
　
則

　

（
施
行
期
日
等
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
適
用
す
る
。

　

一　

別
表
第
一
の
改
正
規
定　

令
和
元
年
七
月
一
日

　

二　

別
表
第
二
の
改
正
規
定
（
注
３
及
び
注
４
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）　

令
和
元
年
六
月
一
日

　

三　

別
表
第
二
の
改
正
規
定
（
注
３
及
び
注
４
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）　

令
和
元
年
十
月
一
日

　

（
経
過
措
置
）

３　

前
項
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
の

　

間
に
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
費
用
徴

　

収
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
者
に
係
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担

　

金
等
徴
収
規
則
の
規
定
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
額
（
以
下
「
新
決
定
額
」
と
い
う
。
）
が
改
正
前
の
児
童

　

福
祉
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
等
徴
収
規
則
の
規
定
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
額

　

（
以
下
「
旧
決
定
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
は
、
そ
の
者
の
負
担
金
の
額
は
、
旧
決
定
額
に
よ
る

　

も
の
と
す
る
。

４　

施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
費
用
徴
収
の
対
象
と

　

な
っ
て
い
る
者
に
係
る
新
決
定
額
が
旧
決
定
額
を
超
え
る
場
合
は
、
そ
の
者
の
負
担
金
の
額
は
、
旧
決
定

　

額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

○
公
安
委
員
会
告
示

大
分
県
公
安
委
員
会
告
示
第
4
8
号

　
風

俗
営

業
等

の
規

制
及

び
業

務
の

適
正

化
等

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
23年

法
律

第
122号

）
第

38条
第

１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
少

年
指

導
委

員
を

委
嘱

し
た

。

　
　

令
和

２
年

５
月

１
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
分

県
公

安
委

員
会

委
員

長
　

　
板

　
　

　
井

　
　

　
良

　
　

　
助

氏
　

　
名

連
　

　
　

　
絡

　
　

　
　

先
活

　
動

　
区

　
域

工
　

藤
　

喜
　

賀

大
分

市
荷

揚
町

５
番

６
号

　
大

分
中

央
警

察
署

大
分

中
央

警
察

署
の

管
轄

区
域

江
　

上
　

育
　

代

佐
　

藤
　

久
　

美

大
　

塚
　

昭
　

治
大

分
市

大
字

鶴
崎

2200番
地

の
８

　
大

分
東

警
察

署
大

分
東

警
察

署
の

管
轄

区

加
　

藤
　

和
　

芳
域

足
　

利
　

能
　

彦
大

分
市

大
字

横
瀬

2212番
地

１
　

大
分

南
警

察
署

大
分

南
警

察
署

の
管

轄
区

域
油

　
布

　
吉

　
孝

永
　

尾
　

福
　

康

別
府

市
田

の
湯

町
13番

13号
　

別
府

警
察

署
別

府
警

察
署

の
管

轄
区

域
佐

　
野

　
満

　
子

岡
　

田
　

賢
　

二

江
　

本
　

雅
　

春
国

東
市

国
東

町
鶴

川
48番

地
１

　
国

東
警

察
署

国
東

警
察

署
の

管
轄

区
域

奥
　

　
　

秀
　

則
宇

佐
市

大
字

上
田

1010番
地

の
１

　
宇

佐
警

察
署

宇
佐

警
察

署
の

管
轄

区
域

北
　

　
　

哲
　

二
中

津
市

中
央

町
一

丁
目

２
番

10号
　

中
津

警
察

署
中

津
警

察
署

の
管

轄
区

域

太
　

田
　

芳
　

則
玖

珠
郡

玖
珠

町
大

字
塚

脇
467番

地
　

玖
珠

警
察

署
玖

珠
警

察
署

の
管

轄
区

域
河

　
野

　
孝

　
文

池
　

内
　

晴
　

一
竹

田
市

大
字

拝
田

原
221番

地
　

竹
田

警
察

署
竹

田
警

察
署

の
管

轄
区

域

勝
　

本
　

文
　

雄
佐

伯
市

大
字

鶴
望

2825番
地

４
　

佐
伯

警
察

署
佐

伯
警

察
署

の
管

轄
区

域
小

　
川

　
忠

　
重

藤
　

田
　

喜
八

郎
臼

杵
市

大
字

臼
杵

72番
地

の
61　

臼
杵

津
久

見
警

察
署

臼
杵

津
久

見
警

察
署

の
管

轄
区

域

○
公
　
　
　
　
　
告

　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
（
以
下
「
特
定
調
達
契
約
」
と
い
う
。
）
の
締
結
が
見
込
ま

れ
る
の
で
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　

令
和
二
年
五
月
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

調
達
を
す
る
物
品
等
の
種
類

　
　

事
件
対
応
・
ネ
ッ
ト
用
パ
ソ
コ
ン
等
賃
貸
借
契
約

二　

競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格

　

１　

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

　
　

㈠　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す

　
　
　

る
者
に
該
当
す
る
場
合

（
規
則
・
公
安
委
告
示
・
公
告
）
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㈡　

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
及
び
買
入
れ
等
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

　
　
　

必
要
な
資
格
（
平
成
二
十
年
大
分
県
告
示
第
百
四
十
八
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第

　
　
　

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
定
め
ら
れ
た
期
間
を
経
過
し
て

　
　
　

い
な
い
場
合

　
　

㈢　

営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い
な
い
場
合

　
　

㈣　

県
税
を
滞
納
し
て
い
る
場
合

　
　

㈤　

営
業
年
数
が
一
年
未
満
で
あ
る
場
合

　
　

㈥　

経
営
者
等
（
法
人
に
あ
っ
て
は
役
員
、
支
配
人
又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
個
人
に
あ
っ
て
は
そ
の

　
　
　

者
、
支
配
人
又
は
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
）
が
、
暴
力
団
関
係
者
（
暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に

　
　
　

よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規

　
　
　

定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
暴
力
団
（
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い

　
　
　

う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
交
わ
り
を
持
つ
者
又
は
暴
力
団
若
し
く
は
暴
力
団
員
が

　
　
　

経
営
を
支
配
し
、
若
し
く
は
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
企
業
若
し
く
は
団
体
を
い
う
。
）
で
あ

　
　
　

る
場
合

　

２　

資
格
審
査
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈠　

年
間
契
約
実
績
（
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
調
達
契
約
の
入
札
日
（
以
下

　
　
　

「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
営
業
年
度
の
直
前
の
営
業
年
度
（
決
算
が
基
準
日
ま
で
に
確
定

　
　
　

し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
決
算
の
確
定
し
て
い
る
営
業
年
度
。
以
下
「
基
準
年
度
」
と
い
う
。
）

　
　
　

の
販
売
等
の
実
績
を
い
う
。
）

　
　

㈡　

経
営
規
模

　
　
　

イ　

自
己
資
本
額
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
金
の
額
を
い
う
。
）

　
　
　

ロ　

従
業
員
数
（
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
営
業
に
従
事
す
る
者
の
数
を
い
う
。
）

　
　
　

ハ　

機
械
設
備
等
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
機
械
設
備
等
の
保
有
状
況
を
い
う
。
物
品
の
製
造

　
　
　
　

を
業
と
す
る
者
に
限
る
。
）

　
　

㈢　

営
業
年
数
（
基
準
日
の
前
日
ま
で
の
営
業
年
数
を
い
う
。
）

　
　

㈣　

流
動
比
率
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
流
動
資
産
の
額
を
流
動
負
債
の
額
で
除
し
て
得
た
数
値

　
　
　

を
百
分
率
で
表
し
た
も
の
を
い
う
。
）

三　

入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
審
査
申
請
の
方
法
等

　

１　

申
請
の
方
法

　
　
　

県
の
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

　

２　

申
請
書
の
提
出
先
及
び
問
合
せ
先

　
　
　

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課
物
品
調
達
班

　
　
　

〒
八
七
〇
―
八
五
〇
一　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　

電
話　

〇
九
七
―
五
〇
六
―
二
九
五
七

　

３　

申
請
の
時
期

　
　
　

令
和
二
年
五
月
一
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
と
す
る
。

　
　
　

な
お
、
申
請
者
が
期
日
以
降
に
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
後
も
随
時
に
受
け
付
け
る
が
、
入

　
　

札
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
る
。

四　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
及
び
当
該
期
間
の
更
新
手
続

　

１　

有
効
期
間　

　
　
　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

　

２　

更
新
手
続

　
　
　

令
和
二
年
十
月
一
日
以
後
、
入
札
参
加
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示
に
基
づ
く
入
札
参
加
資

　
　

格
の
審
査
の
申
請
（
毎
年
七
月
に
申
請
受
付
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

五　

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
入
手
方
法

　

１　

申
請
書
の
交
付
場
所

　
　
　

三
の
２
に
同
じ
。

　

２　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手

　
　
　

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

h
ttp

://w
w

w
.p

ref.oita.jp
/sosh

ik
i/20100/301005y

ou
d
ok

an
zai.h

tm
l

六　

競
争
入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等

　

１　

競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
知
事
が
必
要

　
　

と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
三
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
競
争

　
　

入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

㈠　

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

　
　

㈡　

告
示
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

　
　

㈢　

告
示
第
四
条
第
二
項
及
び
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
に
お
い
て
、
申
請
書
又
は
そ
の
添
付

　
　
　

書
類
に
虚
偽
の
記
載
を
し
、
そ
の
事
実
が
競
争
入
札
参
加
資
格
取
得
後
に
判
明
し
た
場
合

　

２　

１
に
よ
り
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
し
た
と
き

　
　

は
、
そ
の
旨
を
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
に
通
知
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　
次

の
と

お
り

一
般

競
争

入
札

に
付

す
る

の
で

公
告

す
る

。

　
　

令
和

２
年

５
月

１
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
分

県
知

事
　

　
広

　
　

　
瀬

　
　

　
勝

　
　

　
貞

１
　

競
争

入
札

に
付

す
る

事
項

（
公
告
）



令
和
二
年
五
月
一
日

大
分
県
報

九

　
⑴

　
調

達
を

す
る

物
品

等
の

種
類

　
　

　
事

件
対

応
・

ネ
ッ

ト
用

パ
ソ

コ
ン

等
賃

貸
借

契
約

　
⑵

　
借

入
期

間

　
　

　
令

和
２

年
９

月
１

日
か

ら
令

和
７

年
８

月
31日

ま
で

（
60箇

月
）

　
　

　
（

地
方

自
治

法
（

昭
和

22年
法

律
第

67号
）

第
234条

の
３

に
規

定
す

る
長

期
継

続
契

約
）

　
⑶

　
納

入
場

所

　
　

　
大

分
県

警
察

本
部

及
び

県
下

の
警

察
署

２
　

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

に
関

す
る

事
項

　
⑴

　
大

分
県

が
発

注
す

る
物

品
等

の
製

造
の

請
負

及
び

買
入

れ
等

に
係

る
競

争
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必

　
　

　
要

な
資

格
を

取
得

し
た

者

　
⑵

　
自

己
又

は
自

己
の

役
員

等
が

、
次

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
者

で
あ

る
こ

と
及

び
次

に
掲

げ
る

者

　
　

が
、

経
営

に
実

質
的

に
関

与
し

て
い

な
い

こ
と

。

　
　

ア
　

暴
力

団
（

暴
力

団
員

に
よ

る
不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
３

年
法

律
第

77号
）

　
　

　
第

２
条

第
２

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）

　
　

イ
　

暴
力

団
員

（
同

法
第

２
条

第
６

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
員

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

　
　

ウ
　

暴
力

団
員

が
役

員
と

な
っ

て
い

る
事

業
者

　
　

エ
　

暴
力

団
員

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
、

そ
の

者
を

雇
用

し
、

又
は

使
用

し
て

い
る

者

　
　

オ
　

暴
力

団
員

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
、

そ
の

者
と

下
請

契
約

又
は

資
材

、
原

材
料

の
購

入
契

約

　
　

　
等

を
締

結
し

て
い

る
者

　
　

カ
　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
に

経
済

上
の

利
益

又
は

便
宜

を
供

与
し

て
い

る
者

　
　

キ
　

役
員

等
が

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
と

社
会

通
念

上
ふ

さ
わ

し
く

な
い

交
際

を
有

す
る

な
ど

社
会

的

　
　

　
に

非
難

さ
れ

る
関

係
を

有
し

て
い

る
者

　
　

ク
　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
で

あ
る

こ
と

を
知

り
な

が
ら

こ
れ

ら
を

利
用

し
て

い
る

者

　
⑶

　
納

入
し

よ
う

と
す

る
物

品
が

仕
様

を
満

た
す

こ
と

を
証

明
す

る
書

類
等

を
令

和
２

年
６

月
３

日
(水

)

　
　

午
後

５
時

45分
ま

で
に

大
分

県
警

察
本

部
生

活
安

全
部

サ
イ

バ
ー

犯
罪

対
策

課
に

提
出

し
、

審
査

を
受

　
　

け
、

承
認

を
受

け
た

者

３
　

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

を
有

す
る

か
ど

う
か

の
審

査
を

申
請

す
る

時
期

及
び

場
所

　
⑴

　
申

請
の

時
期

　
　

　
令

和
２

年
５

月
１

日
か

ら
同

月
18日

ま
で

（
日

曜
日

、
土

曜
日

及
び

祝
日

を
除

く
。

）
の

午
前

９
時

　
　

か
ら

午
後

５
時

ま
で

　
　

　
な

お
、

申
請

者
が

期
日

以
降

に
申

請
を

希
望

す
る

場
合

は
、

そ
の

後
も

随
時

に
受

け
付

け
る

が
、

入

　
　

札
に

間
に

合
わ

な
い

場
合

が
あ

る
。

　
⑵

　
申

請
書

類
の

提
出

先

　
　

　
大

分
県

会
計

管
理

局
用

度
管

財
課

物
品

調
達

班

　
　

　
〒

870－
8501　

大
分

市
大

手
町

３
丁

目
１

番
１

号
　

電
話

　
097－

506－
2957

４
　

契
約

条
項

を
示

す
場

所
及

び
日

時

　
⑴

　
場

所

　
　

　
大

分
県

警
察

本
部

生
活

安
全

部
サ

イ
バ

ー
犯

罪
対

策
課

　
　

　
〒

870－
8502　

大
分

市
大

手
町

３
丁

目
１

番
１

号
　

電
話

　
097－

536－
2131　

内
線

　
3443

　
⑵

　
日

時
　

　
　

　
令

和
２

年
５

月
１

日
か

ら
同

年
６

月
３

日
ま

で
（

日
曜

日
、

土
曜

日
及

び
祝

日
を

除
く

。
）

の
午

前

　
　

９
時

か
ら

午
後

５
時

45分
ま

で

５
　

入
札

書
及

び
契

約
の

手
続

に
お

い
て

使
用

す
る

言
語

及
び

通
貨

　
⑴

　
使

用
言

語
　

日
本

語

　
⑵

　
通

　
　

貨
　

日
本

国
通

貨

６
　

入
札

書
の

提
出

場
所

及
び

提
出

期
限

　
⑴

　
提

出
場

所
　

大
分

県
警

察
本

部
警

務
部

施
設

装
備

課
用

度
係

　
⑵

　
提

出
期

限
　

令
和

２
年

６
月

５
日

（
金

）
午

前
10時

。
た

だ
し

、
郵

送
の

場
合

は
、

同
月

４
日

（
木

）

　
　

　
　

　
　

　
午

後
５

時
45分

ま
で

に
必

着
す

る
こ

と
。

７
　

競
争

入
札

及
び

開
札

の
場

所
及

び
日

時
等

　
⑴

　
場

　
　

所
　

大
分

県
庁

舎
新

館
13階

　
132会

議
室

　
⑵

　
日

　
　

時
　

令
和

２
年

６
月

５
日

（
金

）
午

前
10時

　
⑶

　
再

度
入

札
　

開
札

を
し

た
場

合
に

お
い

て
、

落
札

者
が

い
な

い
と

き
は

、
地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭

　
　

　
　

　
　

　
和

22年
政

令
第

16号
）

第
167条

の
８

第
４

項
の

規
定

に
よ

り
再

度
の

入
札

を
行

う
。

こ

　
　

　
　

　
　

　
の

場
合

に
お

い
て

、
再

度
の

入
札

は
、

入
札

者
又

は
そ

の
代

理
人

の
全

て
が

立
ち

会
っ

て

　
　

　
　

　
　

　
い

る
場

合
は

、
直

ち
に

そ
の

場
で

行
う

も
の

と
す

る
。

８
　

入
札

保
証

金
に

関
す

る
事

項

　
　

免
除

す
る

。

９
　

契
約

保
証

金
に

関
す

る
事

項

　
　

契
約

金
額

の
100分

の
10以

上
の

契
約

保
証

金
を

納
付

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
次

の
場

合
は

、
契

約
保

　
証

金
の

全
部

又
は

一
部

の
納

付
が

免
除

さ
れ

る
。

　
⑴

　
保

険
会

社
と

の
間

に
県

を
被

保
険

者
と

す
る

履
行

保
証

保
険

契
約

を
締

結
し

た
と

き
。

　
⑵

　
過

去
２

年
間

に
国

又
は

都
道

府
県

と
種

類
及

び
規

模
を

ほ
ぼ

同
じ

く
す

る
契

約
を

数
回

以
上

に
わ

た

　
　

っ
て

締
結

す
る

と
と

も
に

、
こ

れ
ら

を
全

て
誠

実
に

履
行

し
、

か
つ

、
将

来
契

約
を

履
行

し
な

い
こ

と

（
公
告
）



令
和
二
年
五
月
一
日

大
分
県
報

一
〇

　
　

と
な

る
お

そ
れ

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
。

10　
無

効
入

札
に

関
す

る
事

項

　
　

大
分

県
契

約
事

務
規

則
（

昭
和

39年
大

分
県

規
則

第
22号

）
第

27条
に

規
定

す
る

事
項

の
ほ

か
、

次
に

　
掲

げ
る

事
項

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

入
札

は
無

効
と

す
る

。

　
　

な
お

、
無

効
入

札
を

し
た

者
は

、
再

度
入

札
に

参
加

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
が

あ
る

。

　
⑴

　
金

額
の

記
載

が
な

い
も

の

　
⑵

　
入

札
に

関
す

る
条

件
に

違
反

し
た

も
の

　
⑶

　
入

札
書

が
所

定
の

場
所

及
び

日
時

に
到

達
し

な
い

と
き

。

　
⑷

　
入

札
書

に
入

札
者

又
は

そ
の

代
理

人
の

記
名

が
な

く
、

入
札

者
が

判
明

で
き

な
い

と
き

。

11　
最

低
制

限
価

格
に

関
す

る
事

項

　
　

設
定

し
な

い
。

12　
入

札
説

明
書

の
交

付
に

関
す

る
事

項

　
⑴

　
交

付
場

所

　
　

　
前

記
４

の
⑴

に
同

じ
。

　
⑵

　
交

付
日

時

　
　

　
前

記
４

の
⑵

に
同

じ
。

13　
落

札
者

の
決

定
の

方
法

　
⑴

　
有

効
な

入
札

書
を

提
出

し
た

者
で

、
予

定
価

格
の

制
限

の
範

囲
内

で
最

低
の

価
格

を
も

っ
て

入
札

を

　
　

し
た

も
の

を
契

約
の

相
手

方
と

す
る

。

　
⑵

　
落

札
と

な
る

べ
き

同
価

の
入

札
を

し
た

者
が

２
人

以
上

あ
る

と
き

は
、

直
ち

に
、

当
該

入
札

者
に

く

　
　

じ
を

引
か

せ
て

落
札

者
を

決
定

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

当
該

入
札

者
の

う
ち

く
じ

を
引

か
な

い

　
　

者
が

あ
る

と
き

は
、

こ
れ

に
代

え
て

、
当

該
入

札
事

務
に

関
係

の
な

い
職

員
に

く
じ

を
引

か
せ

る
も

の

　
　

と
す

る
。

14　
入

札
に

関
す

る
事

務
を

担
当

す
る

部
局

の
名

称

　
　

大
分

県
警

察
本

部
警

務
部

施
設

装
備

課
用

度
係

　
　

〒
870－

8502　
大

分
市

大
手

町
３

丁
目

１
番

１
号

　
電

話
　

097－
536－

2131

15　
特

約
事

項

　
　

こ
の

入
札

に
係

る
契

約
は

、
地

方
自

治
法

第
234条

の
３

に
規

定
す

る
長

期
継

続
契

約
で

あ
る

た
め

、

　
契

約
の

締
結

の
日

の
属

す
る

年
度

の
翌

年
度

以
降

に
お

い
て

、
当

該
契

約
に

係
る

歳
入

歳
出

予
算

の
減

額

　
又

は
削

減
が

あ
っ

た
場

合
は

、
契

約
の

相
手

方
と
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